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○
総
務
省
令
第
二
十
九
号

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
郵
便

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
郵
便
業
務
管
理
規
程
の
認
可
基
準
）

（
郵
便
業
務
管
理
規
程
の
認
可
基
準
）

第
三
十
二
条

法
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
郵
便
差
出
箱
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
三
十
二
条

［
同
上
］

る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

法
第
七
十
条
第
三
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

［
同
上
］

一

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
及
び
一
月
二
日

一

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
及
び
一
月
二
日

を
除
き
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
一
日
に
一
回
以
上
郵
便
物
の
配
達
を
行
う
こ
と

を
除
き
、
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
の
六
日
間
に
お
い
て
、
一
日
に
一
回
以
上
郵
便
物
の
配
達
を
行
う
こ
と

。

。

二

特
に
交
通
困
難
で
あ
る
た
め
周
年
又
は
一
定
期
間
内
通
常
の
方
法
に
よ
り
郵
便
物
を
配
達
す
る
こ
と
が
で

二

特
に
交
通
困
難
で
あ
る
た
め
周
年
又
は
一
定
期
間
内
通
常
の
方
法
に
よ
り
郵
便
物
を
配
達
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
地
域
に
宛
て
て
差
し
出
さ
れ
た
場
合
そ
の
他
の
相
当
の
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
郵
便
物
を
そ
の

き
な
い
地
域
に
あ
て
て
差
し
出
さ
れ
た
場
合
そ
の
他
の
相
当
の
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
郵
便
物
を
そ
の

宛
て
所
に
配
達
す
る
こ
と
。

あ
て
所
に
配
達
す
る
こ
と
。

４

法
第
七
十
条
第
三
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
一
月
二
日
と
す
る
。

４

法
第
七
十
条
第
三
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
日
曜
日
及
び
一
月
二
日
と
す
る
。

５

法
第
七
十
条
第
三
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
地
域
及
び
日
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分

５

［
同
上
］

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。

一

一
日
に
一
回
以
上
郵
便
物
の
送
達
に
利
用
で
き
る
交
通
手
段
が
な
い
離
島
（
本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九

一

一
日
に
一
回
以
上
郵
便
物
の
送
達
に
利
用
で
き
る
交
通
手
段
が
な
い
離
島
（
本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九

州
及
び
沖
縄
の
本
島
と
の
間
を
連
絡
す
る
道
路
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
島
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

州
及
び
沖
縄
の
本
島
と
の
間
を
連
絡
す
る
道
路
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
島
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）

十
五
日

）

二
週
間

二

前
号
以
外
の
離
島

六
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
及
び
前
項
に
規
定
す
る
日
の

二

前
号
以
外
の
離
島

五
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
及
び
前
項
に
規
定
す
る
日
の

日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）

日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）

［
６
～
８

略
］

［
６
～
８

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
郵
便
法
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

二
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
郵
便
法
施
行
規

則
の
規
定
に
適
合
す
る
郵
便
業
務
管
理
規
程
（
郵
便
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
便
業
務
管
理
規
程
を
い
う

。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


